
「第３期」富山市まち・ひと・しごと総合戦略 改訂のポイント

【主な改訂内容】

１　国の総合戦略策定に伴うもの
　　・・・ 「策定の趣旨・位置づけ」（１頁）の修正

２　本市次期都市マスタープラン策定に伴うもの
　　・・・ 「数値目標」（40頁）の変更
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　　１　　国の総合戦略策定に伴うもの
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　　１　　国の総合戦略策定に伴うもの
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※

※生成AIの普及に伴うデータセンターの急激な電力需要増加に対応するための電力インフラと通信インフラを一体的に配置・運用する取組



　　１　　国の総合戦略策定に伴うもの
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　　２　　本市次期都市マスタープラン策定に伴うもの
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富山市都市マスタープラン（案）＜抜粋＞

基本目標４
　持続可能な都市経営・まちづくりを推進する
　～公共交通を軸としたコンパクトなまち～

　数値目標（１）
　

　【現行】
　　沿線居住（公共交通が便利な地域に住む）
　　人口の割合
　

　　→ 令和８（2026）年度：42.0％

　【改訂案】
　　沿線居住（公共交通が便利な圏域に住む）
　　人口の割合
 

　　→ 令和１１（2029）年度まで約４割を維持


